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国税庁は、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状

況等に鑑み、当面の税務上の取扱いに関する FAQ を公

表し、その中で、復旧支援のために、賃料の減額やチ

ケット料・スポンサー料の払戻し辞退をした場合につい

て、一定の要件の下で寄附金に当たらないとする取扱い

を示しています。 

これらの取扱いは、災害の場合の取引先に対する売掛

債権の免除等に関する解釈を示した法人税基本通達 9-

4-6 の 2 の具体的場面への当てはめを示したものであ

り、あくまで例示ですので、それ以外の場面でも通達の

要件を満たせば寄附金に当たらないものとして取り扱わ

れます。そこで、本稿では、法人税基本通達 9-4-6 の

2の要件について解説します。 

また、上記通達の要件を満たさない場合でも、他の通

達が定める要件を満たせば寄附金に当たらないものとし

て取り扱われますので、それらの取扱いについても併せ

て解説します。 

 

1 改正通達及び新型コロナウイルス感染症 FAQの概要  

昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けて、国

税庁は、法人税基本通達等の改正1を行うとともに、「国

税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関する FAQ」2

（以下「新型コロナウイルス感染症 FAQ」といいま

す。）を公表しました。 

本稿のテーマである取引先に対する売掛債権の免除等に

ついては、法人税基本通達 9-4-6 の 2 及び租税特別措置

法関係通達 61 の 4（1）-10 の 2 の改正が行われていま

す。 

さらに、新型コロナウイルス感染症 FAQ では、復旧支

援のために賃料の減額や、チケット料・スポンサー料の払

戻を辞退した場合に、一定の要件の下で寄附金に当たらな

いとする取扱いが示されていますが、これらの取扱いは、

いずれも上記改正後の法人税基本通達 9-4-6 の 2 におけ

る解釈を具体的事例に当てはめて例示したものです。 

 

2 寄附金課税の概要 

法人税法第 37 条は、一定金額を超える寄附金の額の損

金不算入を定めており、ここでいう「寄附金」とは、裁判

例において「金銭その他の資産又は経済的利益を対価なく

他に移転する場合であって、その行為について通常の経済

取引として是認することができる合理的理由が存在しない

ものを指す」3と解されています。 

債務免除については、その免除部分が回収不能である場

合には、その部分の債権は実質的にみて無価値であること

から「経済的利益を対価なく他に移転する」行為とはいえ

ません。法人税基本通達 9-6-1（金銭債権の全部又は一部

の切捨てをした場合の貸倒れ）は、このように免除部分が

回収不能である場合に、寄附金として取り扱わないことを

前提として、貸倒損失の損金算入を認めるものです。 

他方、上記の「寄附金」の理解によれば、免除部分が回

収不能とまではいえない場合でも、「通常の経済取引とし

て是認することができる合理的理由」があれば寄附金に当

たりません。法人税基本通達 9-4-1（子会社等を整理する

場合の損失負担等）、9-4-2（子会社等を再建する場合の

無利息貸付け等）、9-4-6 の 2（災害の場合の取引先に対

する売掛債権の免除等）は、上記の「合理的理由」が認め

られる場合を示したものです。 

 

3 法人税基本通達 9-4-6 の 2（災害の場合の取引先に対す

る売掛債権の免除等）の解説 

（1）概要 

法人税基本通達 9-4-6 の 2（以下「本通達」といいま

す。）は、平成 7 年 1 月の阪神・淡路大震災に際して公表

された個別通達が基本通達として整理されたものです。 

その趣旨については、国税庁関係者による解説書におい

て、「納品した商品等が災害により被災した、あるいは取

引先が被災したといった事情がある場合に、その取引先が

新型コロナウイルス感染症の影響下における取引先に対

する債権（売掛金、賃料等）の免除 

税務ニューズレター Vol.1 
 

2020 年 6 月 
 

mailto:h-yonekura@kitahama.or.jp
mailto:yyasuda@kitahama.or.jp
https://www.kitahama.or.jp/
mailto:newsletter@kitahama.or.jp


 

- 2 - 

通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間内に

おいて、復旧支援を目的として売掛金等の債権を免除する

ときは、取引条件の修正等といった実質にあると考えられ

る」ことから、寄附金に当たらないものと説明されていま

す4。これは、上記 2 の裁判例の考え方との関係では、

「取引条件の修正等といった実質にある」債務免除につい

ては、「通常の経済取引として是認することができる合理

的理由」があるため寄附金に当たらないとしたものとみる

ことができます。 

本通達の内容は、次のとおりです（租税特別措置法関係

通達 61 の 4（1）-10 の 2 は、同様の要件の下で交際費

等に該当しないものとして取り扱う旨を定めています。）。 

 

（災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等） 

法人税基本通達 9-4-6 の 2 法人が、災害を受けた得意先等の取引

先〔…〕に対してその復旧を支援することを目的として災害発生

後相当の期間（災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開する

ための復旧過程にある期間をいう。〔…〕）内に売掛金、未収請

負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除し

た場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に

該当しないものとする。 

 既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦

払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行う

など契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発

生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、

同様とする。〔…〕 

 

（注）1 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工

場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価

格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引

関係にあると認められる者が含まれる。 

2 本文の取扱いは、〔…〕新型インフルエンザ等〔新型コロナ

ウイルス感染症含む。〕が発生し、入国制限又は外出自粛の要請

など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことにより、

売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先に対する支援

として行う債権の免除又は取引条件の変更について同様とする。 

※ 本稿において、引用文中の〔 〕内及び下線は筆者が付した

ものであり、下線は今回の改正により付加された部分です。 

 

以下、新型コロナウイルス感染症 FAQ で新たに示され

た考え方も踏まえつつ、本通達の要件について解説します。 

 

（2）要件Ⅰ：「得意先等の取引先」 

「得意先等の取引先」には、本通達の（注）1 において、

「実質的な取引関係にあると認められるものが含まれる」

ことが明らかにされています。また、国税庁関係者による

解説書においては、何らかの取引関係があれば、親子会社

間における売掛債権についても本通達の適用があると説明

されています5。 

 

（3）要件Ⅱ：「災害〔…〕の復旧を支援することを目的

として」 

ア 「災害〔…〕の復旧を支援することを目的とし

て」の意義 

新型コロナウイルス感染症の影響下で行われた債務免除

が「災害〔…〕の復旧を支援することを目的として」なさ

れたものとして本通達の適用が認められるためには、①取

引先が「売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった」こ

と、②そのような資金繰りの悪化が「新型コロナウイルス

感染症が発生し、入国制限又は外出自粛の要請など自己の

責めに帰すことのできない事情が生じたこと」によるもの

であることが必要とされています（本通達（注）2）。 

もっとも、上記（1）のとおり、本通達は、免除した債

権額が回収不能であることを前提とするものではなく、あ

くまで「通常の経済取引として是認することができる合理

的理由」があることを理由として寄附金に当たらないとす

る趣旨のものと解されますので、上記①②の判断も、債務

免除による支援が、通常の経済取引として是認できる範囲

内のものかどうかという観点からなされるべきものと考え

られます。したがって、「資金繰りが困難となった」と

いっても、必ずしも、債務者が債務超過状態にあることや、

免除した債権額が回収不能であることが要求されるもので

はないと考えられます。 

国税庁が東日本大震災の発生に伴い公表した「災害に関

する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱い FAQ」（令

和元年 7 月最終更新6、以下「災害 FAQ」といいます。）

においても、「〔本通達にいう〕復旧支援は、それを行う

かどうかは個々の企業の判断に寄らざるを得ない」という

考え方を前提に、被災した法人の復旧支援のための売掛債

権の免除が一部の法人のみによっておこなわれていたとし

ても本通達の要件を満たし得るとの考え方が示されていま

す7。このこととの関係でも、「災害〔…〕の復旧を支援

することを目的として」なされたかどうかの判断に当たっ

ては、通常の経済取引と評価できる範囲で、個々の企業の

経営判断が尊重され得るものと考えられます。 

 

イ 賃料の減額の取扱い 

新型コロナウイルス感染症 FAQ においては、賃料の減

額について、「例えば、次の条件を満たすものであれば、

〔…〕寄附金として取り扱われることはありません」との

考え方が示されています8。 

 

① 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関

連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、

又は困難となるおそれが明らかであること 

② 賃料の減額が、取引先等の復旧支援（営業継続や雇

用確保など）を目的としたものであり、そのことが書

面などにより確認できること」 

③ 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、

相当の期間内に行われたものであること 
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このうち③の「相当の期間」は、本通達の「災害発生後

相当の期間」と同じ意味と解されますが、①②は、本通達

の債務免除が「災害〔…〕の復旧を支援することを目的と

して」行われたものであることという要件を満たす場面を、

賃料減額に即して具体的に明示したものと考えられます。 

ここで、①の「収入が減少し、事業継続が困難となった

こと、又は事業継続が困難となるおそれが明らかであるこ

と」については、「そのことが書面などにより確認できる

こと」とは明記されておりません。これらの収入の減少等

についても、賃借人から計数的な資料等を入手できるので

あれば、それが寄附金課税のリスクをより確実に回避する

ための対応として望ましいといえますが、昨今の新型コロ

ナウイルス感染症の影響下においては、必ずしもそのよう

な資料の提出がなくとも、上記の収入減少等について判断

し得る場合も少なくないと考えられます。 

他方、②の「賃料減額が、取引先等の復旧支援〔…〕を

目的としたもの」であることについては、「そのことが書

面などにより確認できること」と明記されています。もっ

とも、ここでの「書面」は、復旧支援の「目的」の認定に

困難が伴うことが予想されることから、その「目的」の立

証の方法として特に書面による方法を例示したものと考え

られ、収入の減少等を直接確認できる書面を要求する趣旨

のものではないと考えられます。国土交通省の事務連絡

「新型コロナウイルス感染症に係る対応について（補足そ

の 2）」9においては、税務署より求められる「新型コロナ

ウイルス感染症の影響により取引先に対して賃料を減免し

たことを証する書面」として次のような様式例が示されて

おりますが、ここでも、要求される「書面」があくまで

「目的」を確認するためのものであることが前提とされて

いるといえます。 

 

覚書（例） 

【不動産所有者等名】（以下「甲」という。）と【取引先

名】（以下「乙」という。）は、甲乙間で締結した〇〇年

〇月〇日付「建物賃貸借契約書」（以下「原契約」とい

う。）及び原契約に関する締結済みの覚書（以下「原契約

等」という。）に関し、乙が新型コロナウイルス感染症の

流行に伴い収入が減少していること等に鑑み、甲が乙を支

援する目的において、以下の通り合意した。 

第 1 条 原契約第△条に定める賃料を令和 2 年×月×日よ

り令和 2 年▲月▲日までの間について、月額□□円とす

る。 

第 2 条 本覚書に定めなき事項については、原契約等の定

めによるものとする。 

 

ウ 賃料以外の売掛債権等の免除について 

新型コロナウイルス感染症 FAQ において示された賃料

減額が寄附金に該当しないための「条件」は、上記イのと

おり、本通達の要件への当てはめを具体的に示したもので

すので、賃料以外の売掛債権等の免除についても、同様の

条件を満たせば、本通達の要件を満たすものと考えられま

す。 

したがって、例えば、債務者の収入が減少して事業継続

が困難となるおそれが明らかであり、かつ、復旧支援目的

であることが書面に明記されている場合には、本通達の

「災害〔…〕の復旧を支援することを目的として」との要

件を満たすものとして取り扱われるものと考えられます。 

新型コロナウイルス感染症 FAQ においては、上記イの

賃料減額のケースのほか、新型コロナウイルス感染症の影

響で観劇等が公演中止となった場合に企業がチケットの払

戻しを辞退するケースや、J リーグクラブにおける試合数

の減少や無観客試合の増加によりスポンサー企業がクラブ

に対して求め得るスポンサー料の払戻しを辞退するケース

について取扱いが示されています。いずれのケースにおい

ても、債務者において「事業継続が困難」となっているこ

とや、払戻しの辞退が復旧支援目的で行われることが書面

により確認できることを前提として、寄附金に当たらない

とする考え方が示されており、これらの取扱いも、賃料減

額のケースと基本的に同じ考え方によるものと考えられま

す。 

 

エ 「事業継続が困難となるおそれが明らか」とまで

いえない場合 

上記イ及びウのとおり、新型コロナウイルス感染症

FAQ においては、債務免除が「災害〔…〕の復旧を支援

することを目的として」行われたことという本通達の要件

を満たす場合として、債務者において「事業継続が困難と

なった」か、あるいは「事業継続が困難となるおそれが明

らかである」事例が示されています。 

しかしながら、これらはあくまで例示にすぎません（賃

料の減額が寄附金に当たらないものとして取り扱われるた

めの上記イの「条件」についても、「例えば」と記載され

ています。）ので、「事業継続が困難となるおそれが明ら

か」とまではいえないとしても、本通達の要件を満たすと

主張する余地も残されていると考えられます。 

 

（4）要件Ⅲ：「災害発生後相当の期間」 

「災害発生後相当の期間」とは、「災害を受けた取引先

が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間を

いう」と定義されており（本通達本文括弧書）、休業期間

に限らず、「通常の営業活動を再開するための復旧過程に

ある期間」がこれに含まれています。 

災害 FAQ においては、この「通常の営業活動を再開す

るための復旧過程にある期間」の例として、「店舗等の損

壊によりやむなく仮店舗により営業を行っている場合」が

挙げられています10。新型コロナウイルス感染症の影響に

即して例を挙げれば、飲食店がテイクアウト・デリバリー



 

- 4 - 

のみで営業を行う期間や、あるいは大幅に席数を減らして

営業を行う期間などもこれに当たり得ると考えられます。 

他方で、国税庁関係者の解説によれば、「店舗等の営業

拠点は復旧したが、被災に伴う取引の中断等を契機として

事業規模が縮小し、債務超過の状態が継続しているような

場合」は「復旧過程にある期間」に当たらないと説明され

ています11。これによれば、債務免除が災害発生後相当の

期間」内に行われたという本通達の要件を満たすためには、

債務免除が行われた時点における営業活動の規模・態様が

災害発生前と異なるというだけでは足りず、近い将来にお

いて通常の営業活動の再開を予定していることが要求され

るものと考えられます。したがって、上記の新型コロナウ

イルス感染症の飲食店の例に即していえば、業態をテイク

アウト・デリバリーのみに切り替えて店内飲食の再開を予

定しない場合や、より小規模な店舗に完全に移転した上で

店内飲食を再開する場合などは「復旧過程にある期間」に

当たらないと判断されるおそれがあります。 

もっとも、本稿執筆時点（令和 2 年 6 月 8 日）において、

緊急事態宣言が全国で解除される一方、一部業種・地域で

休業要請等が継続され、第二波による緊急事態宣言の再発

令、外出自粛の再要請も懸念される状況にあり、いつまで

が「災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するため

の復旧過程にある期間」に当たるのか、判断が難しい場面

が生ずることが予想されます。 

 

（5）要件Ⅳ：「売掛金、未収請負金、貸付金その他これ

らに準ずる債権の全部又は一部」 

本通達の表題には「売掛債権の免除等」とありますが、

本文では「貸付金」「に準ずる債権」まで含まれています

ので、本通達の対象となる債権の範囲は広いものと考えら

れます。 

 

（6）要件Ⅴ：「免除した場合」 

債務免除の方法については、「どのような方式によるも

のであっても差し支えな」く、「公正証書」による必要は

ないが、「口頭による申出については、免除等を行ったこ

とが確認できないという実務上の問題があることから、書

面をもって行うことが前提とされている」と説明されてい

ます12。 

あくまで債務免除を行った事実を立証できれば良いので

すが、その有無について後日の紛争を回避するためには、

基本的に免除額を明記して書面により債務免除を行うべき

と考えられます。 

 

4 他の通達の適用可否 

（1）法人税基本通達 9-6-1（金銭債権の全部又は一部の切

捨てをした場合の貸倒れ） 

取引先に対する債務免除が、本通達の要件を満たさない

場合、あるいは、満たすかどうか疑義がある場合には、他

の通達の要件を満たすかどうかも併せて検討すべきものと

考えられます。 

特に、債務免除が「災害発生後相当の期間」内に行われ

たか否かの判断には困難が伴うことが予想されますが、債

務免除の時期が遅れた場合、①「債務者の債務超過の状態

が相当期間継続し」、②「その金銭債権の弁済を受けるこ

とができないと認められる」との要件を満たせば、免除額

を明記して書面により債務免除を行えば、法人税基本通達

9-6-1の（4）が適用されます。 

このうち、①の「相当期間」とは、実務上、3～5 年が

目安ともいわれておりますが、国税庁の質疑応答事例にお

いては、「債権者が債務者の経営状態をみて回収不能かど

うかを判断するために必要な合理的な期間をいいますから、

形式的に何年ということではなく、個別の事情に応じその

期間は異なる」ものと説明され13、また、「債務者が天災

地変などで回収不能の損害を受け、それが基因となって債

務超過の状態とな」った場合には、相当期間はごく短期間

となるとする見解もあります14。 

次に、②の「金銭債権の弁済を受けることができない」

については、「債権の特定された一部（免除対象部分）に

ついて、その全額が回収不能であることが客観的に明らか

であることが必要」と解されています15。この回収不能の

判断は、子会社等に対する債務免除の場合は、実務上、か

なり厳格になされています。他方、資本関係や同族関係な

どの特別な関係がない第三者に対する債務免除については、

国税庁の質疑応答事例において、「金銭債権の回収可能性

を十分に検討した上で、やむなく債務免除を行うというの

が一般的かと思われますので、一般には同通達〔法人税基

本通達 9-6-1 の（4）〕の取扱いにより貸倒れとして損金

の額に算入されます」との考え方も示されており、比較的、

回収不能であると認められやすいものと考えられます。

もっとも、このような第三者に対する債務免除であっても、

債務免除後において、同じ債務者から別の債権について現

に返済がなされ場合には、債務免除がなされた債権につい

ても回収不能であったとはいえないと判断されるおそれが

ありますので、債務免除後も債務者と取引を継続する場合

にはこの点特にご留意ください。 

このほか、法人税基本通達 9-6-1 の（1）～（3）は、裁

判所の再生計画等の認可決定や利害関係のない第三者の

あっせんによる場合の貸倒れの損金算入を認めています。

これらの定めにおける要件は、同（4）の要件に比して明

確ですので、（1）～（3）の要件も満たすとの整理で貸倒

処理できるのであれば、後日の紛争回避の観点から有益と

思われます。 
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（2）法人税基本通達 9-4-1（子会社等を整理する場合の損

失負担等）、9-4-2（子会社等を再建する場合の無利息貸

付け等）、 

法人税基本通達 9-4-1 及び 9-4-2 は、子会社等を整理・

再建する場合の債権放棄等が、経済合理性の観点から寄附

金に当たらないものとして取り扱われる場合について定め

ています。これらの通達にいう「子会社等」には、債権者

と資本関係を有する者のほか、取引関係等において事業関

連性を有する者が含まれるとされています（法人税基本通

達 9-4-1 の（注））ので、取引先に対する債務免除につい

ても、これらの通達の要件を満たすかどうか、併せて検討

するのが良いと思われます。 
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